
人間発達研究会会則

第 1 条 本会は、お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教育科学領域内人間発達研究会と称す。

第 2 条 本会は、お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教育科学領域担当教員により組織する。

第 3 条 本会は、 『人間発達研究』 を編集し、 発行する。

第 4 条 本会に編集委員会を置く。 編集委員会は、 本会の会員により構成する。

第 5 条 『人間発達研究』に論文等を投稿することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

　（1） 教育科学領域担当教員

　（2） 教育科学領域担当教員が指導する学生

（3） 教育科学領域担当教員が指導し、 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科を修了また

は退学した者

　（4） その他本会が適当と認めた者

第 6 条　投稿された論文は、 編集委員会が査読し、 その掲載の可否を決定する。

附　則　本会則は、 1997 年 10 月 1 日より施行する。

附　則　本会則は、 2000 年 4 月 1 日より施行する。

附　則　本会則は、 2016 年 4 月 1 日より施行する。
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